
 

○名護市保育士等継続応援給付事業助成金交付要綱 

令和７年６月20日 

告示第121号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育人材の就業継続及び離職防止を目的として、市内の保育施設等

に保育士等として勤務する者に対し、予算の範囲内において、名護市保育士等継続応援

給付事業助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、名護市補助金等

の交付に関する規則（昭和56年規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりと

する。 

(１) 認可保育所 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第35条第４項の規定による認可

を受け設置した保育所をいう。 

(２) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園をいう。 

(３) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第５項

に規定する地域型保育事業を行う施設をいう。 

(４) 病児保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の18の規定による届

出を行った者で、名護市から病児保育事業の委託を受けた施設をいう。 

(５) 保育施設等 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業及び病児保育事業所を

いう。ただし、公立であるものを除く。 

(６) 保育士等 保育施設等に勤務する保育士、保育教諭、看護師、准看護師、保健師

及び養護教諭並びに認定こども園に勤務する幼稚園教諭をいう。 

(７) フルタイム 当該保育施設等の就業規則において定められている勤務すべき時間

数に達する勤務形態である者 

(８) パートタイム フルタイム以外の勤務形態である者 

（対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、申請日時点で

市内保育施設等に勤務しており、毎年度４月１日（以下「基準日」という。）において、

保育士等としての勤務年数が次に掲げる区分のいずれかに該当する者とする。 



 

(１) ５年目（通算４年以上５年未満） 

(２) ８年目（通算７年以上８年未満） 

(３) 11年目（通算10年以上11年未満） 

(４) 定期（11年目受給から通算３年毎） 

２ 前項の規定にかかわらず、現に勤務する保育施設等の施設管理者の職にある者は交付

対象者としない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市内の保育施設等での勤務年数が11年以上である保育士

等が、初めて助成金の交付を受けようとする場合は、第１項第４号の区分とし、交付対

象者とする。 

（勤務年数の算定） 

第４条 勤務年数の算定は、次の各号によるものとする。 

(１) 市内の保育施設等で就労する期間を通算する。 

(２) 勤務年数の数え方については、12月を１年とする。 

(３) 月途中の採用者については、勤務を開始した翌月を初月とする。 

(４) 月途中の退職者については、当該月を要件該当月に含めないものとする。 

(５) 産前産後、育児、疾病等による休職期間は、算入できるものとする。 

(６) 過去に保育士等として市内の保育施設等に勤務していた者が、名護市保育士等緊

急確保事業助成金（以下「緊急確保事業助成金」という）の交付を受けていた場合は、

初めて緊急確保事業助成金の交付を受けた年度を１年目とする。 

（助成金額） 

第５条 助成金の額は、別表に定める額とする。 

２ 勤務形態は、毎年度の基準日時点に該当するものとする。ただし、基準日時点におい

て、勤務していない者については、当該年度中の勤務を開始した日における勤務形態と

する。 

（交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、名護市保育士等継続応援給付事業助成金交

付申請書（様式第１号）を、市長が定める日までに市長へ提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(１) 雇用証明書（様式第２号） 

(２) 申請者情報一覧（様式第３号） 

(３) 誓約兼同意書（様式第４号） 



 

(４) 資格証等の写し 

(５) その他市長が必要とする書類 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、審査の上、助成金の交付の

可否を決定し、名護市保育士等継続応援給付事業助成金交付（不交付）決定兼確定通知

書（様式第５号）により当該申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第８条 前条の規定に基づき交付決定を受けた者は、名護市保育士等継続応援給付事業助

成金請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（決定の取消又は返還） 

第９条 市長は、第７条による交付決定後、当該決定を受けた者が虚偽その他不正の手段

により交付決定を受けていた場合は、規則第16条及び第17条の規定によりその全部又は

一部の決定を取り消し、助成金の返還を命ずるものとする。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則（令和７年６月20日告示121号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

   附 則（令和８年６月２日告示第123号） 

 この要綱は、告示の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

別表（第５条関係） 

区分 助成金の額 

フルタイム パートタイム 

5年目 50,000円 25,000円

8年目 70,000円 35,000円

11年目 100,000円 50,000円

定期 50,000円 25,000円


